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２ 健康づくり課の職務分掌と財務内容 

（１）健康づくり課について  

健康づくり課は、健康増進法に基づく保健事業や各種健診、健康教育を

実施し、保健師による歯科保健・栄養指導、老人クラブ、敬老特別乗車証

の交付など、保健師を始めとした各職種により、高齢者福祉と健康増進を

総合的に支える施策全般を担当する。             

（２）事務分掌 

健康づくり課の事務分掌等は以下の通りである。 

ア 職員の人数等 

 

イ 職務分掌 
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（３）財政状況 

ア 歳入 

２０２４（令和６）年度の歳入は以下の通りである。 
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イ 歳出 

２０２４（令和６）年度の歳出は以下の通りである。 
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３ 指導監査課の職務分掌と財務内容 

（１）指導監査課について  

指導監査課は、２０１６（平成２８）年４月１日付けで佐世保市が中核

市に移行したことに伴い、長崎県から移譲された「介護保険法、障害者総

合支援法及び社会福祉法に基づく施設、事業者の指定、認可及び指導監

査」及び２０１３（平成２５）年４月から実施している「社会福祉法人の

認可、定款の変更、指導監査」等を行っている。             
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（２）事務分掌 

指導監査課の事務分掌等は以下の通りである。 

ア 職員の人数等 

２０２５（令和７）年４月１日現在で計１５人である。 

（単位：人） 

 介護保険担当 障がい福祉担当 社会福祉法人担

当 

正規職員 ３ ３ ２ 

会計年度任用職

員 

３（ﾌﾙ２・ﾊﾟｰﾄ

１） 

２（ﾌﾙ１・ﾊﾟｰﾄ

１） 

１（ﾊﾟｰﾄ１） 

 ほか、所属長が配置されている。 

イ 職務分掌 

（ア）社会福祉法人担当 

・社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人（以下、「社会福祉法人等

」という。）の設立、定款変更等の認可等に関すること。 

・社会福祉法人等の指導監査に関すること。 

・社会福祉施設等（他部の所管に属するものを除く。）の認可等に関

すること。 

・社会福祉施設等（他部の所管に属するものを除く。）の指導監査に

関すること。 

（イ）介護保険担当 

・介護保険サービス事業者の指定等に関すること。 

・介護保険サービス事業者の指導及び監査に関すること。 

（ウ）障がい福祉担当 

・障害福祉サービス事業者等の指定等に関すること。 

・障害福祉サービス事業者等の指導及び監査に関すること。 

・障害児通所支援事業者の指定等に関すること。 

・障害児通所支援事業者の指導及び監査に関すること。 
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（３）財政状況 

ア 歳入 

２０２４（令和６）年度の歳入は以下の通りである。 

 

 

 

イ 歳出 

２０２４（令和６）年度の歳出は以下の通りである。 
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